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感
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則

山

山 口 県

山山海
○
訓山

報

○
規感則結山 毎

（号 外 ）

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

口
県
規
則
第
五
十
六
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の

す
る
規
則

口
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正

口
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の

岸
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

令口
県
都
市
計
画
推
進
協
議
会
規
程
の

規 目

次

則染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
…
…

核
予
防
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規

口
県
認
定
職
業
訓
練
事
業
補
助
金
交

週
火
・
金
曜
日
発
行

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

よ
う
に
改
正
す
る
。

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

山
口
県
知

患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る

す
る
規
則
（
技
術
管
理
課
）
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
都
市
計
画
課

規
則
（
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
都
市
計
画
課

則

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

則
（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
…
…
…

付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
労
働
政
策施

行
細
則
（
平
成
十
一
年
山
口

施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

事

二

井

関

成

法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

の
一
部
を
改
正
す
る
規

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（金曜日）

の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
記

別
表
中
「
（

等
者
患

）
係

関
条
５
第

」
を
「

は
又
等

者
患
院
入

指
定
さ
れ
た
期
日
又
は
期
間

若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ

２

前
項
の
届
出
は
、
疾
病
の

３

第
一
項
の
事
由
が
消
滅
し

ら
な
い
。

（
他
で
受
け
た
健
康
診
断
書
等

第
九
条

受
診
義
務
者
は
、
法

断
を
受
け
た
こ
と
を
実
施
義

（
自
己
負
担
金
の
額
）

第
五
条
の
三

法
第
三
十
七
条

一
部
を
負
担
す
る
こ
と
が
で

担
義
務
者
」
と
い
う
。
）
が

表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
条
と
し
、
第

（
受
診
義
務
者
の
届
出
）

第
八
条

法
第
五
十
三
条
の
三

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
省

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

一

結
核
患
者
又
は
そ
の
配

（
当
該
結
核
患
者
と
生
計

う
。
）
の
前
年
分
の
所
得

前
々
年
分
の
所
得
税
額
）

二

結
核
患
者
等
が
生
活
保

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
九

め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
入

項
中
「
入
院
医
療
費
公
費
負
担

削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条

（
結
核
患
者
の
医
療
に
係
る
費

第
五
条
の
二

省
令
第
二
十
条

録
の
写
し
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え

」
を
「
（

）
係

関
３
の
条

５
第

」

等
者

患
核

結

」
に
改
め
、
同
備

に
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
者
は
、
そ
の
事
由
を
実
施
義
務

場
合
に
お
い
て
は
、
医
師
の
診
断

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に

の
証
明
書
）

第
五
十
三
条
の
三
か
ら
第
五
十
三

務
者
が
証
明
す
る
場
合
は
、
当
該

第
一
項
の
費
用
又
は
法
第
三
十
七

き
る
と
認
め
ら
れ
る
入
院
患
者
等

負
担
す
べ
き
費
用
（
以
下
「
自
己

七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
受
診
義
務

令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
各
号
に

ら
な
い
。

偶
者
若
し
く
は
民
法
第
八
百
七
十

を
一
に
す
る
扶
養
義
務
者
に
限
る

税
額
（
前
年
分
の
所
得
税
額
が
確

を
証
す
る
書
類

護
法
に
よ
る
被
保
護
者
で
あ
る
場

条
第
二
項
又
は
第
四
項
」
を
「
第

院
患
者
の
医
療
に
係
る
費
用
の
負

申
請
書
」
を
「
医
療
費
公
費
負
担

を
加
え
る
。

用
の
負
担
の
申
請
）

の
三
第
一
項
の
申
請
書
は
、
医
療

一

る
こ
と
が
で
き
る
。

に
改
め
、
同
表
の
備
考
１
中
「

院
入

考
２
中
「

者
患

院
入

該
当

は
又

」

き
な
い
と
き
は
、
本
人
又
は
保
護

者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
施
義
務
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば

条
の
五
ま
で
の
規
定
に
よ
る
健
康

健
康
診
断
に
関
す
る
法
第
五
十
三

条
の
二
第
一
項
の
費
用
の
全
部
又

又
は
結
核
患
者
等
（
以
下
「
自
己

負
担
金
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、

。者
が
疾
病
そ
の
他
の
事
故
の
た
め

掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務

。
）
（
以
下
「
結
核
患
者
等
」
と

定
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は

合
に
あ
っ
て
は
、
保
護
受
給
証
明

十
九
条
第
三
項
又
は
第
五
項
」
に

担
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
第

申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

費
公
費
負
担
申
請
書
に
よ
ら
な
け

を 者。な診条 は負別、 る者い、書 改一をれ

規

則



平

結

成 年 月 日 金曜日

別

は
又

こ

山 口

は
又

別

県 報

に
、

をに
改別

め
、

（号 外 ）

「若をは
又

別
「入

核
予
防
法
施
行
細
則
を
廃
止
す
る

記
第
四
号
様
式
中
「

）

他
の

そ
８

」
に
改
め
、
同
様
式
の
添
付

第
号

各
項

２
第

３
の

条

」
に
改

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一

等
者

患
核

結

」
に
改
め
、
同
添
付

記
第
三
号
様
式
中

「

患
院

入

」
を

結

「

他
の

そ
９

護
介

８

め
る
。

記
第
二
号
様
式
の
添
付
書
類
３
中

同
添
付
書
類
３
を
同
添
付
書
類
４

当
は

又
者

患
核

結
は

く
し

院
入

該

「

該
当

は
又

者
患

院
入

該
当

者
患

核
結

患
核

結

」
に
改
め
る
。

記
第
二
号
様
式
中
「

の
費

療
医

院

費
療

医
院

入

」
を
「

の
費

療
医

「

者
患

院
入

「

入

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

」

）

」
を
「

介
８

書
類
１
中
「第

号
各

項
２

第
条

め
る
。

日
か
ら
施
行
す
る
。

書
類
中
２
を
３
と
し
、
１
の
次

者

を
「

核

者
患

核
結

院
入

」
に
、
「

）

」
に
改
め
、
同
様

等
者

患
院

入
」
を
「

者
患

院
入

と
し
、
同
添
付
書
類
２
中
「

該
当

は
く

し
若

者
患

院
入

に
者

者
患

核
結

」
に
改
め
、
同
備
考
４
中

書
請

申
担

負
費

公

」
を
「

療
医

」
に
、
「第

の
項

１
第

条

」
を

者
患

院
８

」

他
の

そ
９

護

」
を
「第

号
各
項

２
第

条

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

に
改
め
る
。

」

式
の
添
付
書
類
１
を
次
の
よ
う

等
者

患
核

結
は

又
等

」
に
改

等
者

患

」
を
「

等
者
患

院
入

」
に
、
「

に
者
患

院
入

該
当

」

「

者
患

院
入

」
を
「

申
担

負
費

公
費

者
患
院
入書

請

」
に
、

「第第
項

１
第

条
の

項
１

第
２

の
条

」

他
の

そ
）

山
口
県
工
事
執
行
規
則
（
昭

す
る
。

山
口
県
工
事
執
行
規
則
の
一

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
規
則
第
五
十
九
号

山
口
県
工
事
執
行
規
則

山
口
県
認
定
職
業
訓
練
事
業

廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九

（
経
過
措
置
）

２

廃
止
前
の
山
口
県
認
定
職

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

山
口
県
認
定
職
業
訓
練
事
業

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
規
則
第
五
十
八
号

山
口
県
認
定
職
業
訓
練

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

山
口
県
規
則
第
五
十
七
号

結
核
予
防
法
施
行
細
則

結
核
予
防
法
施
行
細
則
（
昭

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年

和
四
十
九
年
山
口
県
規
則
第
二
十

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

補
助
金
交
付
規
則
（
昭
和
五
十
一

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

業
訓
練
事
業
補
助
金
交
付
規
則
の

。 補
助
金
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規

山
口

事
業
補
助
金
交
付
規
則
を
廃
止
す

山
口

を
廃
止
す
る
規
則

和
二
十
七
年
山
口
県
規
則
第
十
七

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

年
山
口
県
規
則
第
六
十
一
号
）
は

規
定
に
基
づ
く
補
助
金
に
つ
い

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

る
規
則

県
知
事

二

井

関

成

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

二

正 、て



平成

「都

年 月 日 金曜日

第
五てを

２
はけ別

行
内

山 口 県

山
山

よ
う第

（
公

報

１
規

（
経

２
山

（号 外 ）

第
第
八第第第

（
施

為
行

る
け

お
に

内
園

公
市

の

」

条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定

同
じ
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

、
公
園
施
設
専
用
使
用
許
可
事
項

れ
ば
な
ら
な
い
。

記
第
二
号
様
式
中
「

変
項

事
可

許
為

関
条

３
第

書
請

申
可

許
更

」

口
県
規
則
第
六
十
号

山
口
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行

口
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則

に
改
正
す
る
。

五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

園
施
設
の
使
用
の
許
可
等
の
申
請

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

過
措
置
）

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
締
結
し
た

口
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

条

削
除

十
九
条
及
び
第
二
十
三
条
第
三
項

五
十
二
条
第
二
項
中
「
第
八
十
七

五
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

附

則

行
期
日
）

を
「

行
る

け
お

に
内

園
公

市
都

用
使

用
専

の
設

施
園

公
為

に
よ
る
許
可
（
専
用
使
用
に
係

は
、
公
園
施
設
専
用
使
用
許
可

い
。

る
許
可
を
受
け
た
事
項
の
変
更

変
更
許
可
申
請
書
（
別
記
第
二

）
係

」
を
「

条
５

第
、

条
３

第

を
「

事
可

許
為

行
内

園
公

市
都

可
許

用
使

用
専

設
施

園
公

事

山
口
県
知

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則

） 一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し

。契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

中
「
又
は
請
書
」
を
削
る
。

条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
四
条

項
中
「
十
分
の
一
」
を
「
十
分

の

」
に
、
「

項
１

第
条

３
第

る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い

申
請
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な

）
係

関

」
に
、
「

可
許

更
変

項 項

園
公
市
都書

請
申

」
に
、

事

二

井

関

成

第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

、
第
五
十
二
条
第
二
項
の
改
正

の
例
に
よ
る
。

こ
に
公
布
す
る
。

第
一
項
」
に
改
め
る
。

の
二
」
に
改
め
る
。

の

」
を
「

第
条

７
第

項
１
第
条

３
第

の
項
１

」

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ

に
改
め
る
。

う
に
改
め
る
。

三



平成 年 月 日 金曜日

考
備 注

べ そ ※

山 口

使 使 具 及 属 す よ 使 園

県 報

７す よ 使 都

（号 外 ）
３

第

る
な
と

考
参
他

の

料
用

使

所
住
の

者
請

申
１

項
事

き
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